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　平成16年8月9日に発生した美浜発電所３号機の事故につきまして
は、亡くなられた方々とそのご遺族の皆さまに対しまして衷心より深く
お詫び申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお
祈り申し上げます。
　負傷された皆さまにおかれましては一日も早くご回復なさいますこと
を心よりお祈り申し上げます。

　また、このたびの事故により、地元ならびに国民の皆さま方にご心
配、ご迷惑をおかけしたことにつきまして、心からお詫び申し上げま
す。

　今回の事態を重大なことと受け止め、事故原因の究明と対策に、全
力を尽くすとともに、再発防止を徹底してまいります。
　さらに、二度とこのような事故を起こしてはならない、との固い決意
のもと、全役員、全従業員を挙げて、信頼の回復に向け、あらゆる努
力を続けてまいります。

はじめに



事故の概要

○８月９日、美浜発電所３号機において、定格熱出力運転中、２次

系復水配管が減肉により破損し、タービン建屋内に蒸気が流出。

○緊急負荷降下中に原子炉は安全に自動的に停止し、周辺環境

への放射能の影響はなかった。

○発生当時、建屋内にいた作業員１１名が被災し、５名が死亡。被

災者は８月１４日から開始予定だった定期検査の準備作業を行っ

ていた。

○当該部位は肉厚管理指針に基づく点検対象箇所であったが、登

録が漏れていたため、過去に点検の実績はなかった。
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事故後の対応（１）

○労働安全の確保

　　・運転中プラントの危険地域への立ち入りを制限。

　　・定検事前準備作業の禁止。

○点検漏れの有無のチェック

　　・８月１１日の経済産業大臣から調査指示を受け、点検漏れの有
　　　無をチェック。

　　・８月１６、１８日に調査結果を報告（点検対象漏れ：１５箇所）
○原子力発電所全プラントの停止・点検

　　・福井県からの要請（８月１３日）を受けて、運転中のプラントを３
　　　グループに分けて順次停止し、点検を実施。（点検対象漏れの
　　　プラントについては、前倒し）

　　・直ちに安全上の問題になる箇所がないことを確認。

　　・次回定検で取替えを予定していた４箇所について、今回配管取

　　　替えを実施。

　　・保安院が配管肉厚管理の不適切な事例を指摘。
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事故後の対応（２）

○中間とりまとめ

　　・９月２７日、当社が保安院に中間報告書を提出。

　　・同日、保安院が中間とりまとめ、公表。

　　・１０月２１日、原子力安全委員会が中間報告をとりまとめ、公表。

○経済産業省からの厳重注意及び技術基準適合命令（９月２７日）

　　・品質保証システム等が機能せず、事故を発生させたことについ
　　　て厳重注意。

　　・技術基準適合命令：美浜３号機について、２次系配管の技術基
　　　準への適合が確認されるまでの間、使用を一時停止。

○国会関係

　　・８月３１日　衆議院経済産業委員会（閉会中審査）

　　・９月２９日　衆議院経済産業委員会（閉会中審査）

　　・１０月７日　参議院経済産業委員会（閉会中審査）
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２次系配管点検結果

　・　８月１３日以降、全ての原子力発電所の運転を計画的に停止し、今回、事故を起した
　　箇所と類似する箇所等について点検した結果、直ちに安全上の問題になる箇所が
　　ないことを確認した。

　・　なお、次回定検で取替えを予定していた配管４箇所について、今回取替えを行った。

　・　減肉管理に当たって不適切な事例があった。

　　　－　発電用火力設備の技術基準解釈中にある「ただし書き」を適用（美浜発電所：８
　　　　　箇所）

　　　－　余寿命を内圧のみで評価：大飯発電所（１箇所）

　・　８月１３日以降、全ての原子力発電所の運転を計画的に停止し、今回、事故を起した
　　箇所と類似する箇所等について点検した結果、直ちに安全上の問題になる箇所が
　　ないことを確認した。

　・　なお、次回定検で取替えを予定していた配管４箇所について、今回取替えを行った。

　・　減肉管理に当たって不適切な事例があった。

　　　－　発電用火力設備の技術基準解釈中にある「ただし書き」を適用（美浜発電所：８
　　　　　箇所）

　　　－　余寿命を内圧のみで評価：大飯発電所（１箇所）

プラント 解列日 並列日 点検箇所数 備考

美浜１号機 9月5日 停止中 ９箇所 １箇所（主給水管）取替

美浜2号機 8月13日 停止中 １６箇所 ２箇所（高圧排気管、主給水管）取替

美浜3号機 8月9日 停止中（定期検査中） ３０箇所

高浜１号機 9月8日 9月21日 ２３箇所

高浜2号機 8月13日 9月5日 ２６箇所

高浜3号機 8月19日 9月13日 ３０箇所

高浜4号機 ２６箇所

大飯１号機 9月24日 10月16日 １４箇所 １箇所（低圧第４給水ヒータドレン管）取替

大飯2号機 9月8日 9月22日 ３５箇所

大飯3号機 ４５箇所

大飯4号機 8月13日 9月5日 ４７箇所

第１５回定期検査中

第１０回定期検査中
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停止中プラントの状況

ユニット名

美浜２号

美浜１号

点検期間
点検対象
箇所数

現状

8/17～8/19 １６

大飯４号

点検

完了

美浜３号

４７ 完了

９ 完了

３０ 未

8/17～8/20

9/13～9/14

停止中

停止日

8/13

9/5

8/13

－

再起動日

－

－

9/5

－

定検中（2次系配管の安全点検完了済）
　・11/5 並列予定

停止中

　　・美浜１号→9/27　配管１箇所を取替済
　　　  さらに、他社の漏えい事象にかかる水平展開とし

　　　 て実施した点検において、配管２箇所を取替済
　・美浜２号→9/29　配管１箇所を取替済

事故停止中（定検中）
　・平成１６年度末までに、再発防止対策を取り

     まとめ、最終報告として国・県・立地町に報告
     する予定

大飯３号 ４５

定検中（２次系配管の安全点検完了済）

　・原子炉上部ふた不具合のため定検期間を延

     長中 （当初定検計画：4/20～約２ヶ月）
　・原子炉上部ふたについて、必要な認可手続き

     を行い、修理の上、運転を再開する予定

完了9/13～9/15－ －
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平成１５年４月　日本アームが漏れに気づき、管理リストに登録

平成１５年１１月　日本アームからＭ３次回定期検査計画の提案

美浜３号機分
　　　　　約４,３００部位 次回定検分：約４２０部位抽出

提案時にも、当社は日本アームから、当該箇所が管理リストから漏れていたと
いう説明を聞いておらず、提案書に注記もなかったため、特段判断の必要を
感じず、Ｈ１６年度定検での点検対象とすることとした

オリフィス下流部配管損傷事故発生
平成１６年８月９日

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

管理リスト：約４３,０００部位
　　　（うち、美浜3号機分：
　　　　　　　約4,300部位）

＋

漏れていた当該箇所をリストに追加

○当社が「2次系配管肉厚の管理指針」を策定

○三菱重工は、「管理指針」と「配管図面」を照合し、

点検必要部位を抽出し、点検箇所を付記した配

管図面(=スケルトン図)と管理リストを作成

平成２年　点検対象リスト作成

この時点から、当該箇所は登録漏れであった

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

○当社は三菱重工に改めて調査委託し、管理リ
ストの提出を受け、日本アームへ引渡し

平成８年　日本アームへ移管

リスト漏れのまま

○平成９年　当社は日本アームに、スケルトン図
を現場状況と照合の上、ＣＡＤ化を実施

平成９～１１年　システムの充実

日本アームは当該箇所の登録漏れに気付き、管理リストに登録したが、当社に
は連絡しなかった

当社は、「当該箇所が管理リストから漏れていた箇所である」という事
実を、事故後はじめて確認した

当社は検査箇所の漏れをチェックする仕組みがなかったことを
深く反省し、設備を管理するものとしての責任を痛感している

平成１１～１２年　個別指導

○平成１１年　日本アームはCAD化されたスケル
トン図と三菱重工から引き継いだ管理リストを
システム化（ＮＩＰＳ化）

○定検時における日本アームとNUSEC（三菱重工の
子会社）の個別契約に基づく指導の場で、NUSEC
からオリフィス下流部の減肉事例の紹介があったが、
具体的な指摘なし。

リスト漏れのまま

リスト漏れのまま

リスト漏れのまま

当該配管が登録漏れにより破損に至った経緯（１／４） 7



当該配管が登録漏れにより破損に至った経緯（２／４）

１．自主管理から体系的な減肉調査へ

○昭和50年代　 ２次系配管の点検箇所を社内標準に定め肉厚測定を実施。

○昭和58年　　　高浜２号機で２次系配管減肉による蒸気漏洩事故発生。

○昭和60年～　　体系的な減肉調査開始。

○昭和61年　　　 米国サリー２号機で給水管破断事故が発生。

          管理指針の策定を促進。国も電力の対応を妥当と判断。

２．「指針」策定に向けて

○昭和62年10月　三菱重工業に２次系配管の点検指針作りを委託。

○平成2年5月　  「原子力設備２次系配管肉厚の管理指針（PWR)」を策定し、国

　　　　　　　　　　　 に報告。（PWR５電力に共通する自主指針）

            策定に当たり、国の技術顧問会の意見を聴取。

３．三菱重工業が「指針」を適用し点検

○平成2年6月～　 全プラントに「指針」を適用し、定検毎に点検を実施。（点検は引
　　　　　　　　　　　　き続き三菱重工業で実施）

　　　　　　　　　　　　美浜３号機の当該部位はこの時点から登録漏れ。
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４．三菱重工業から日本アームへの移管

○平成7年12月　 ２次系配管肉厚管理業務の三菱重工業から日本アームへの移管

                        を決定。

○平成8年9月　 三菱重工業へ、最新のスケルトン図、過去の測定データ等の整理

　　　　　　　　 ・引渡しを依頼。

○平成9年１月 日本アームは三菱重工業と肉厚管理に関する指導契約を締結し、

　　　　　　　　　 至近に定検のある美浜３号機を含む４プラントにおいて調査計画

                         策定、計測業務等の指導を受けた。

○移管後　　　 日本アームは、原子力サービスエンジニアリング（三菱重工業の子

　　　　　　　　　 会社）と、配管関係トラブル情報の提供を含む助勢契約を締結。

　　　　　　　　　　　（定検毎）

　　　　 

当該配管が登録漏れにより破損に至った経緯（３／４）
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○平成15年4月　　日本アームが美浜３号機の破損箇所の登録漏れを発見したが、

　　　　　　　　　　　 ＮＩＰＳに登録したのみで、登録漏れの連絡および５月からの第２０

　　　　　　　　　　　 回定検での点検提案なし。

○平成15年6月　　美浜３号機第２０回定検の総括報告書を受領。

　　　　　　　　　　　（スケルトン図に当該部位を反映済みであったが、通知なし）

○平成15年11月　日本アームが平成１６年８つきからの定期検査時の点検箇所の提

　　　　　　　　　　　 案。（点検すべき４２０箇所を記載したリストを電子メールで受領、未

                         登録箇所等の注記なし。）

５．日本アームが肉厚管理業務を実施

○平成9年10月　　　日本アームに「図面と現場の照合」と「検査用図面のCAD化」

　　　　　　　　　　　　　を委託。

○平成9年～11年　原子力検査データ処理システム（NIPS）の開発を支援。

○平成14年　　　　　 ＮＩＰＳの機能拡張を支援。

日本アームへの移管は、技術力・管理技術を評価しつつ、適切に実施された。

６．日本アームが破損箇所の漏れを発見

当該配管が登録漏れにより破損に至った経緯（４／４）

設備の管理主体として、元帳に抜けがないことを管理指針に基づきチェックすること
をしていなかった。

７．当社の管理
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事故の反省と対策

１．品質保証及び保守管理面

　　二次系配管肉厚管理について

　　・　計画的な点検を可能とするような点検リストの作成などの体系的、統一的管理シ
        ステムの整備が不足していたため、点検対象漏れが発生し、長期間、放置されて
        いた。

　　・　協力会社との責任分担が不明確であったほか、不具合情報など保守管理上重要
        な情報の伝達が適切に行われておらず、的確な外注管理ができていなかった。

２．安全、安心の観点

　　・　事故の発生により、地元及び協力会社の方に安全面で不安を与えた。

　　・　原子力発電の信頼を失墜させた。

○　再発防止及び信頼回復の観点から、早期に必要な対策を実施。

○　今後の調査結果とその分析から抽出される必要な対策は、適宜追加する。

11



２次系配管肉厚管理における外注管理の徹底した見直し

①　当面の対策

　　 抜本的見直しを行うまでの間、当社が主体的に管理することに改め、以下の対策を
　　 実施。
        ・スケルトン図と管理指針を照合し、点検管理票を整備。
　　　・協力会社が作成した点検計画及び結果を、管理指針などに基づき当社がチェック。

　　　・改造工事に伴う２次系配管の変更が確実に肉厚管理に反映される様、工事会社に

　　　  仕様書で要求。
　　　・現場での肉厚測定作業等への当社社員の立会いを強化。

②　抜本的見直し→次頁

　　　・肉厚測定を除く２次系配管肉厚管理業務は当社が全て実施することとし、必要なシ

　　　  ステムを含め、協力会社から当社に移管。（１６年末目途）

品質保証・保守管理面での当面の対策（１／３）

　・社長が原子力事業本部長に就任し、先頭になって原因究明、再発防止に取組み中。

　・技術系役員が福井県に常駐し、技術的事項に的確に対応中。

体制強化

12



日
本
ア
ー
ム

重点ポイント
の立会い

２次系配管
肉厚の
管理指針

日本アーム
提案の評価
結果を踏まえ
作成

仕様書作成

点検工事
の実施

・点検データ
・余寿命評価結果
・補修計画への反
映

工事結果の評価

ﾃﾞｰﾀの
蓄積

・点検対象箇所の

　抽出
・点検実施計画策
定（１０年計画に
相当）

管理票

発　注

関 

西 

電 

力

別途補修
工事を計
画・実施

・点検データ
・余寿命評価
・補修計画の提
案

工事結果の評価
提案

定検毎の点
検箇所の提
案

点検結果を以
降の点検計画
に反映

２次系配管経年変化調査工事は、点検計画の策定やデータ評価について協力会社への依存度が高かった

計画段階から評価段階に至るまで一貫して当社が確認、 データ管理、システム維持、変更管理も実施

協
力
会
社

重点ポイント
の立会い

点検箇所，
方法, 内容

保全管理指針

工事内容に
応じた工事
仕様書の作
成

仕様書作成

点検工事
の実施

・不具合・懸案事
　項
・点検ﾃﾞｰﾀ確認
・年度毎の評価

工事結果の評価

ﾃﾞｰﾀの
蓄積

点検部位毎の
１０年計画表

管理票

発　注

関 

西 

電 

力

今後は当社が直接管理指針に
照らし、確実に管理を行う

定期検査工事

・原子炉容器定期点検工事

･原子炉格納容器定期点検
　工事

・蒸気発生器細管検査工事

・１次系機器供用期間中検査
　工事

・タービン制御装置定期点検
　工事

・非常用ディーゼル定期点検
　工事

・炉内中性子束監視装置定
　期点検工事

・制御棒駆動装置定期点検
　工事

・２次系配管経年変化調
　査工事

約120件／ﾕﾆｯﾄ

…
…

２次系配管肉厚管理業務の抜本的見直し 13



当社社員の保全業務能力をより強化するため、定期検査における現場作業等の監督業

務を専門的に行うグループを設置することを検討し、今年中目途に具体化させる。

定期検査における現場作業等の監督業務の直営化

２次系配管肉厚管理の強化

　① 肉厚管理が必要な配管への表示札取り付け。 　

　② 技術基準の適用を厳正に行い、技術基準の解釈に明記され

　　　ている規定値を用いて運用することとし、実施 。

　③ ２次系配管肉厚管理の重要性を含む体系的教育の実施。

＜表示札（例）＞

スケルトンＮｏ．　１１０－３

前回測定：　　　　　２００４年８月
次回測定予定：　　２０１０年
健全性確認期間： ２０２０年

　　責任者　：

人的ミス防止の観点から、システム内でのスケルトン図と管理表のリンク、変更経緯のシス

テムでの記録、重要変更箇所のビジュアル化などを実施。

ＮＩＰＳの改善及び高度化

品質保証・保守管理面での当面の対策（２／３）
14



水平展開の実施

・他電力での配管取替等の肉厚管理に関する情報を電力会社間で共有できるように、水平

  展開が図れる仕組みを構築。

当社と協力会社との情報共有化

　・これまでの活動を以下のとおり強化する。

　　　・発電所の所長、次長は、協力会社一社一社の幹部とさらなるコミュニケーションを実施。

　　　・発電所課長クラスは、日常的に協力会社実務クラスと対話し、双方向の情報受け渡し
          を実施。
　・上記で得られた情報は定期的に集約し、活用策を検討。

品質保証・保守管理面での当面の対策（３／３）
15



　・事故後直ちに、運転中プラントへの立入りを制限、やむを得ない場合は防火服の着用

    など万全の措置を実施。

　・２次系配管の健全性が確認され、協力会社の皆様、地元の皆様のご理解が得られるま

   で定期検査前準備作業は実施しない。

    →　今後必要な作業については定期検査前準備作業の改善を図り、協力会社、地元の

         皆様のご理解を得る。

　・管理区域外での災害でも、医療機関等に被ばく又は汚染なしとの情報を的確に伝達。

　・全作業者への安全に対する理解を促し、危険箇所の周知等を実施。

労働安全の確保

地元との対話活動の充実

・地元の皆さまとの対話活動を以下のとおり充実させる。

　　・地元の方々と発電所の技術者等も直接対話。

　　・社長以下、本店・支社幹部が地元の方々と直接対話活動を行い、発電所運営や経営
       に活かす。

安全・安心面での当面の対策
16



今後の課題

・破損メカニズム解明のための解析、試験等を行い、技術的事項の調査をさらに進める。

・業務計画、調達管理、資源の運用管理、不適合管理等について、問題点・課題を調査。

・第三者的な視点も取り入れ、社外の専門家の方も参加する「原子力保全機能強化検討委員会」を

　設置し（８／３０）、保全のあり方全体につき検討中。

・再発防止対策をとりまとめ、品質保証システム等の確立に万全を期す。

○肉厚管理の充実

　・点検実施時期を、余寿命評価が２年以下となる前から、５年以下となる時点に改めるとともに、余寿

　　命が５年以下の場合は、取替・溶接補修までの間は、毎年点検を継続することとする。

　・減肉管理データの拡充のため、至近３回以内の定期検査でその他部位の未点検箇所を全数点検。

○ＰＷＲ管理指針の高度化

　・過去の減肉データ実績の分析、取替え実績の整理を行う。

　・学協会等での管理指針の見直しに、当社としても積極的に協力。

原因究明のさらなる追求

品質保証システム、保守管理上システムの整備

２次系配管肉厚管理の更なる充実

17



8月　9日　美浜３号機配管破損事故発生

8月11日　経済産業省から電気事業法第106条に基づく報告徴収指示

復水流量計オリフィス下流部破損

1.技術基準適合状況（肉厚測定実績）：8/18
2.今後の対応策（測定未実施部位数と実施時期、安全確保対策）：9/13(20年以上)，10/12(20年未満)

8月18日　経済産業省へ報告(8/18分)　　　 →　 8/18　プレス発表

1.技術基準適合状況（肉厚測定実施が確認された箇所）

9月13日　経済産業省へ報告(9/13分)　　 　→　 9/13　プレス発表

10月12日　経済産業省へ報告(10/12分)　　→　10/12　プレス発表

1.運転開始後20年以上経過ﾕﾆｯﾄを対象
　(1)配管肉厚検査未実施部位数　　　(2)未実施部位数の今後の検査実施計画
2.安全確保対策

1.運転開始後20年未満のﾕﾆｯﾄを対象
　(1)配管肉厚検査未実施部位数　　　(2)未実施部位数の今後の検査実施計画
2.安全確保対策

9月26日～　配管肉厚検査を順次自主的に開始

火力発電所配管肉厚検査実施に至る経緯
18



１．定期管理

　　高温・高圧の主蒸気配管については、時期を定めて組織検査等の非破壊検査を実

　施し、配管の余寿命を管理している。

２．日常管理

　従来から、配管の安全を確保するために、

　　・運用段階において、巡回点検・運転管理により、運転状況に異常がないことを日々

　　　確認するとともに、異常時には必要な措置を実施すること

　　・社内外の不具合情報を収集し、重要度や使用条件などを十分考慮して必要な水平

　　　展開を実施すること等

　により、配管の健全性を確認し、保安水準の確保に努めてきた。

火力では原子力で定めている「原子力２次系配管肉厚の管理指針
(PWR)」の様な指針はなかった。

当社火力発電所の配管管理状況（現状）
19



１．調査対象ユニット
　（１）運転開始後２０年以上経過　　２６ユニット（７発電所）　・ ・ ・H16. 9.13経産省に報告済
　（２）運転開始後２０年未満　　　　　１２ユニット（６発電所）　・ ・ ・H16.10.12経産省に報告済

２．調査対象該当部位の考え方（原子力２次系配管肉厚の管理指針に準ずる）
　（１）検査対象配管
　　　主蒸気系統、再熱蒸気系統、復水系統、給水系統、抽気系統、ドレン系統の配管

　（２）検査対象範囲
　　　ａ．二相流：内部流体が湿り度５％以上、温度１５０℃～２５０℃の配管。
　　　　　但し、湿り度５％未満の場合でもドレンを巻き込む可能性がある系統は、
　　　　　１５０℃以上の配管。
　　　ｂ．水系　：温度１００℃～２５０℃の配管。
　　　ｃ．制御弁下流部及び玉型逆止弁下流部については、温度１００℃～１５０℃の配
　　　　　管も含む。

　（３）検査部位
　　　制御弁下流部、玉型逆止弁下流部、エルボ、Ｔ管、オリフィス下流部、
　　　スウィング型逆止弁下流部、レジューサ、曲管、玉型弁下流部

調査対象部位について
20



　１．検査実施部位については、調査対象該当部位の全数とし、早急に検査を実施する。
　
　２．検査実施時期については、出来る限り前倒しで実施（遅くとも１年以内）するが、
　　美浜３号機、新地２号機の事象の類似部位等の検査を３ヶ月以内を目途に実施し、
　　より安全性の向上に努める。
　　　　　ａ．運転開始後２０年以上経過　　２３ユニット（６発電所）
　　　　　ｂ．運転開始後２０年未満　　　　　　９ユニット（４発電所）
　
　３．当面稼動見込みの少ない長期計画停止ユニット（海南２号、高砂１・２号、宮津１・２号）
　　については、再稼動時に他ユニットと同等の取り扱いを実施する。
　
　４．関空エネセンについては、今回の報告徴収対象外であるが、上記同様に検査を実
　　施する。

　５．その他
　　　（１）今回の検査と並行して、検査結果を踏まえ、火力設備の管理方針を策定する。
　　　（２）舞鶴発電所については、管理方針に基づき、検査計画を策定する。

検査実施計画の考え方について
21



１．検査実施箇所数（１年以内に実施）

２．長期計画停止ユニット（海南２号、高砂１・２号、宮津１・２号）

　　　　合計　４，３７２箇所

３．舞鶴発電所１号機

　　　　合計　　　９３２箇所　　

運開後年数

２０年以上

２０年未満

ﾕﾆｯﾄ（発電所）数

２３ユニット
（６発電所）

９ユニット
（４発電所）

検査箇所数（箇所）

１５，８０４

　８，８８２

２４，６８６

２４，９４４

関空エネセン（労安法対象ボイラ） 　　　２５８

平均
770箇所/ﾕﾆｯﾄ

配管肉厚検査対象箇所数
22



堺港 ４号

５６箇所

なし

検査完了数発電所 号機
計算必要厚さを満足
しなかった箇所数

多奈二
１号
２号

６３箇所
５０箇所

なし
なし

海南
１号
４号

３４１箇所
８８０箇所

１箇所
２箇所+４箇所※

相生
１号
２号

４０箇所
３９箇所

なし
なし

御坊
１号
３号

７６箇所
３８６箇所

なし
なし

赤穂
１号
２号

２７５箇所
３０９箇所

なし
なし

姫一
５号
６号

２８１箇所
２１２箇所

２箇所
１箇所

合　　　計 ３，６２６箇所 ６箇所+４箇所※

１号
３号

姫二

１号

３号

４２箇所
５２箇所
３６２箇所

なし
なし
なし

１６２箇所 なし

検査箇所数

５７１箇所
５１０箇所
４８２箇所
５６７箇所

８９１箇所
７９４箇所

１，００３箇所
９１３箇所
８９２箇所
９２０箇所
７９６箇所

１，０１４箇所
８２０箇所
８９６箇所
７９４箇所

１，５５８箇所
１，４６８箇所

１４，８８９箇所

５号 ４７０箇所 －箇所 －

２４，６８６箇所 ３，６２６箇所総　計

(進捗率：約１５％)

９月26日より配管肉厚の自主検査を順次実施しており、10月27日時点で約１５%の検査を完了している。

※検査計画の対象外であった
が、対象部位に近接しており
自主的に測定したもの。

配管肉厚検査実施状況(10月27日完了分)
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発電所

６姫一

号機

No.2ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ排熱回収ﾎﾞｲﾗの高圧節炭器
圧力制御弁下流部

外径
(mm)

165.2

最高使用
温度(設計)
(℃)

最高使用
圧力(設計)
(MPa)

公称
肉厚
(mm)

352 28.2 21.9

計算必要
厚さ
(mm)

17.8

測定
最小値
(mm)

17.5

配管部位
プレス
日

10/5

姫一 ５

No.1ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ排熱回収ﾎﾞｲﾗ高圧節炭器入
口給水管の流量測定用ﾌﾛｰﾉｽﾞﾙ下流部

No.2ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ排熱回収ﾎﾞｲﾗ高圧節炭器入
口給水管の流量測定用ﾌﾛｰﾉｽﾞﾙ下流部

165.2 236 24.5 18.2 15.53

15.5

15.5

10/9

海南 １ 過熱器ｽﾌﾟﾚｰ配管のﾚｼﾞｭｰｻ部 165.2 288 29.9 21.9 18.6 18.5 10/12

海南 ４ 第4低圧給水加熱器出口の復水管ｴﾙﾎﾞ部 406.4 195 1.8 12.7 3.9 2.9 10/14

海南※ ４

A-給水ﾎﾟﾝﾌﾟ再循環系統ｴﾙﾎﾞ後配管(A1)

A-給水ﾎﾟﾝﾌﾟ再循環系統ｴﾙﾎﾞ後配管(A2)

A-給水ﾎﾟﾝﾌﾟ再循環弁後配管部(A1)

A-給水ﾎﾟﾝﾌﾟ再循環弁後配管部(A2)

60.5 200 31.4 11.1 7.2

1.8

3.4

5.3

6.7

10/20

海南 ４ 過熱器ﾄﾞﾚﾝ系統ｴﾙﾎﾞ部 318.5 308 9.4 17.4 14.0 13.9 10/22

※検査計画の対象外であったが、対象部位に近接しており自主的に測定したもの。

配管肉厚検査実施状況(10月27日完了分) 24



配管の計算必要厚さについて

□電気事業法　第３９条（事業用電気工作物の維持）

　　事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に

　適合するように維持しなければならない。

□発電用火力設備に関する技術基準を定める省令

□水力、火力、電気設備の技術基準の解釈＜経済産業省　原子力安全・保安院 　編＞

　　発電用火力設備に関する技術基準の解釈について　第１２条（管及び管台）

　　　　管仕様（外径、許容引張応力）、使用条件（圧力、温度）に対して、管の計算必要厚さが規定

　　　されている。

配
管
肉
厚

公称肉厚

計算必要厚さ

参考

＜概念（考え方）＞
　　継続的な機器の健全な使用が維
　持できる配管厚さ

　　最高使用圧力と材料の最小引張
　　強さの概ね４倍の安全率から計
　　算必要厚さを規定


